
香芝市広報紙等配送業務仕様書 

 

１ 委託業務 

発注者の発行する広報紙「広報かしば」、奈良県の発行する広報紙「県民だより奈良」、

ゴミカレンダーを発注者の指定する場所（各自治会長宅等）に配送する。 

 

２ 広報紙等の体裁 

⑴ 広報かしば 

Ａ４版（２４ページ程度） 

  ※ 上記の広報かしばに、適宜折り込みチラシが入ります（過去の実績は、【参考資料】

に記載）。 

⑵ 県民だより奈良 

Ａ４版（２０ページ程度） 

 ⑶ ゴミカレンダー 

Ａ４版（１２ページ程度） 

 

３ 配送部数等 

 ⑴ 広報かしば 

ア 発行部数   

２９，５００部程度（増減あり） 

イ 発行回数   

年間１２回予定（令和８年５月号から令和９年４月号まで） 

ウ 配送日    

毎月１日（その日が香芝市の休日を定める条例（平成元年条例第２９号）第１条第

１項の市の休日（以下「休日」という。）に当たるときは、その日後において、その日

に最も近い休日でない日。以下「発行日」という。）の３日前（休日の日数は、算入し

ない。）の正午までに完了すること。 

  ⑵ 県民だより奈良 

ア 発行部数   

２９，５００部程度（増減あり） 

イ 発行回数   

年間１２回予定（令和８年５月号から令和９年４月号まで） 

ウ 配送日    

広報かしばと同時配送を基本とする。 

⑶ ゴミカレンダー 

ア 発行部数   



３０，０００部程度（増減あり） 

イ 発行回数   

年間１回予定 

ウ 配送日    

２月又は３月の広報かしばと同時配送の予定 

 

４ 配送場所、梱包方法等 

発注者が指定する香芝市内の自治会長宅等１２０か所程度（増減あり）に、５０部程度

を１個に梱包した広報紙を配送する。 

なお、各配送場所（自治会長宅等）によっては、５０部１梱包ではなく、自治会の班ご

との人数別に梱包される等、１梱包当たりの部数にばらつきがある（令和８年１月時点

で、梱包の予定数は、６５０個程度）。 

 

５ 配送方法等 

発行日の３日前（休日の日数は、算入しない。）の朝に配送を開始し、正午までに配送

を完了することを基本とする。 

また、配送先の急な変更について対応できること（変更連絡は、配送日の前日夕刻まで

を原則とする。）。 

なお、印刷業者からの広報かしば、県民だより奈良、ゴミカレンダーの納品（納品場所

は、市業者登録名簿の受注者住所地又は発注者が認める奈良県内の場所とする。）につい

ては、配送日の前日（休日の日数は、算入しない。）の正午までとする。 

また、配送日の前日（休日の日数は、算入しない。）までに発注者から直接、追加配送

分を別途手渡すことがあるので、これに対応すること。 

 

６ 契約方法について 

広報かしば、県民だより奈良及びゴミカレンダーについて、それぞれ配送１か所当たり

の単価による契約とする。 

なお、配送場所数、広報紙の部数等の増減による契約単価の変更は、行わない。 

 

７ 契約期間     

契約日から令和９年３月３１日まで 

 

８ 順守事項 

⑴ 行政の広報紙という性質上、緊急の変更及びそれに伴う連絡が必要となる場合がある

ため、これらに対処でき、また常時連絡態勢が取れること。 

⑵ 配送については自社で責任を持ってこれに当たることとし、発注者の事前承諾なしに



再委託等することは、禁止する。 

⑶ 業務上知り得た事柄についての守秘が徹底できること。 

⑷ 広報紙以外の刊行物の配送を併せて受託すること（この場合の料金は、発注者と協議

の上、別途定める。ただし、広報紙と同時に配送となることから、安価な料金設定で受

託すること。）。 

 

９ その他 

発注者の事情により広報かしばを休刊することがある。 

なお、広報かしばを休刊した場合の県民だより奈良の配送については、発注者が指示す

るところにより前後の広報かしばと同時配送することを基本とし、休刊による配送がな

い場合の支払金額は、発生しないものとする。 

また、「３ 配送部数等」以外の発行日に臨時の広報紙を発行した場合の配送に対応で

きること。その他疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、決定するものとする。 


